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食物アレルギーの診断について

• 特異的IgE抗体などのアレルギー検査が陽性であっても、症状なく食
べられることは多く、必要以上に食物アレルギーと診断される

• 過剰な食物アレルギーの診断は様々な不利益をもたらす
• 食事制限による栄養不足

• 社会生活の様々な制限

• 対象者が多いと食物アレルギー対応が煩雑で、重症患者への対応がおろ
そかになる

• 質の高い学校生活管理指導表提出を求めることが、学校生活にお
ける安全だけでなく、児童・生徒自身の生活の質向上につながるこ
とが期待される





鶏卵の診断根拠

３６％は
診断が怪しい

平成27年度埼玉県内公立小中特別支援高等学校
総数565,821人、対応総数10,480人



精度の高い食物アレルギー診断のために

• 保護者の申告ではなく、医師の診断に基づいた対応

• 平成28年度から「学校生活管理指導表」を導入

• 教職員を対象とした食物アレルギーに関する研修会を開催

• 医師会の協力による食物アレルギーに関する講演会開催

• 管理指導表の相談事業による現場の支援、フィードバック

• 医療機関検索システムによる専門医療機関受診支援



検査陽性のみが激減食物負荷試験が増加

鶏卵への対応数が１４％減少



調査によってわかったこと

•食物アレルギーの児童・生徒が増加を続けているというが、
埼玉県においては、「鶏卵に対し何らかの配慮を要する児
童」は年々減少している

•鶏卵に関して「診断根拠」の内訳をみると、「②食物負荷試
験陽性」を含む割合が増加し、「③検査結果陽性」のみが減
少している。さらに診断根拠が未記載であるものがほぼなく
なった

•乳幼児期発症の鶏卵アレルギーの多くは、入学前に寛解す
るとされており、より早期に確実な診断を医療機関で行うこ
とができる体制構築が望まれる



共に増加傾向だが、
さいたま市のほうが高い
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診断根拠に食物負荷試験を含む割合

（鶏卵：小中学生）



アレルギー診療体制の均てん化

• さいたま市と、さいたま市を除く埼玉県全体を比較した場合、鶏卵ア
レルギーの診断に食物経口負荷試験を含む割合は、さいたま市に
おいてより高い

• 居住地域に関わらず、標準的なアレルギー診療が受けられるよう、
アレルギー診療体制の構築と情報提供を行う必要がある



報告事項

• 学校生活管理指導表の提出義務化により、埼玉県内の小中学校に
おける鶏卵アレルギーの児童生徒数は減少した

• 特に検査結果陽性のみで対応されていたものが著明に減少してお
り、これまで食物アレルギーの診断精度が十分でなかった

• この傾向はさいたま市でより強く、アレルギーの診療体制に地域差
があることを意味する

• 正確な診断は学校生活における安全確保と、生活の質向上につな
がるため、アレルギー診療体制の均てん化を進める必要がある


